
様式第４号 

議事録又は議事概要 

会  議  名 美浦村社会教育委員会議兼公民館運営審議会 

開 催 日 時 令和５年６月３０日（金）午後１時３０分 

開 催 場 所 美浦村中央公民館 ２階 会議室 

議   題 

（１）委嘱状交付 

（２）令和４年度事業報告及び令和５年度事業計画について 

（３）公民館図書室の水曜日延長開室について 

（４）その他 

公開・非公開の別 公開 

傍聴人定数・傍聴人数 傍聴人定数６名・傍聴人数０名 

審 議 内 容 

◎は意見。Ｑは質問。Ａは回答又は結論。 

（１） 委嘱状交付 

（２） 令和４年度事業報告及び令和５年度事業計画について 

（事務局より説明） 

【ぬいぐるみのお泊り会】 

 Ｑ ぬいぐるみのお泊り会とは、どのような事業ですか。 

 Ａ お子さんにお気に入りのぬいぐるみと一緒におはなし会に参加していただき、

お話し会終了後にぬいぐるみは中央公民館にお泊りという形でお預かりします。図書

室でぬいぐるみが本を読んでいる様子等を撮影しミニアルバムを作成し、翌日お迎え

に来た際にミニアルバムをお渡ししながらぬいぐるみがお子さんのために選んだ本の

紹介・貸出をしました。 

【施設の月曜日利用について】 

 ◎ 福祉センターは、月曜日休館のために利用できない団体がいるので、休館日に

一部開放することは出来ないか。 

 Ａ 福祉センターでは、月曜日が休館日となっている。また月曜日には法律相談な

どの相談日を開設しており、相談者が他の利用者と接してしまうのを避けたい等

の理由により、利用申請をお断りしています。 

   中央公民館等も月曜日は休館日となっており、一般利用者の申請は、お断りし

ています。また、下舟子コミュニティセンターなど、地区公民館等を使用してい

る団体もいるので、情報提供や相談に応じています。 

【青少年育成交流事業】 

 ◎今年度の青少年育成交流事業は、北海道浦河町の中学生を迎い入れるようだが、



北海道浦河町へ訪問し交流することはあるのですか。 

Ａ 令和元年度は美浦村・河内町で北海道浦河町へ訪問し交流しました。その後は

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、中止となっておりましたが、今年度は、８

月２日（水）～８月４日（金）の日程で浦河町を迎い入れます。次年度以降の事業

についてはまだ決まっていませんが、今後検討・計画していく予定です。 

【地域未来塾】 

◎ 地域未来塾は、登録生徒数も増えていて素晴らしい事業だと思います。実施形

態の巡回型個別指導とは、家庭訪問するという事ですか。 

 Ａ 巡回型個別指導とは家庭訪問するのではなく、教室にいる先生が巡回しなが

ら、生徒からの質問に答えたり、指導したりする形態となっております。 

原案どおり承認 

（３)  公民館図書室の水曜日延長開室について 

   （事務局より説明） 

・アンケート調査結果報告 

・検討結果 

◎少数ではあるが水曜延長時以外には利用できない方や、継続を希望する声もある

ことから、毎週行っていた延長開室を月 2回、第 2・第 4水曜のみに変更して、まず

は 9月(または 10月)から 2月の 6か月間を試行的・段階的措置として運用していき

たい。そして、その間の利用状況などの結果をもって、改めてご審議をいただけば

と思っております。 

 

（４）その他 

・美浦村生涯学習推進計画の策定委員について 

（事務局より説明） 

◎令和 5年度においては「美浦村生涯学習推進計画」の見直し行います。平成 23年

度に策定された美浦村生涯学習推進計画の期間が令和 3年度で計画期間が満了とな

っていることから、時代に即した新しい計画を今年度策定するものです。策定にあ

たりましては、民間事業者に業務委託し進めてまいりますが、計画の内容等につい

ては、本村の社会教育に特化してご審議をいただいております、社会教育委員兼公

民館運営審議会委員の皆様にご確認、ご指導をいただきながら策定していきたいと

考えております。この計画の策定がございますので、今年度の当会議の回数が例年

と比較し、3 回程度増える形となります。お忙しいところ恐れ入りますが、ご協力

をお願いいたします。 

原案どおり承認 

・社会教育委員会兼公民館運営審議会委員行事予定について 

（事務局より説明） 

◎今年度の当会議の回数が例年と比較し、3 回程度増える形となります。お忙し



いところ恐れ入りますが、ご協力をお願いいたします。また、社会教育委員研修等

ありますので参加にご協力ください。 

原案どおり承認 

・令和５年度みほ文化講座(後期）計画（案）」について 

（事務局より説明） 

◎今年度の後期講座を８講座計画しました。前期講座の継続が２講座、残り６講座

は新規講座となります。後期講座につきましては、９月にみほ広報及び新聞折込・

ＨＰ等で募集予定しております。 

原案どおり承認 

そ の 他  

問 合 せ 先 

美浦村教育委員会 生涯学習課 

電話 ０２９－８８５－４４５１ 

担当 糸賀 

 


